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１．令和6年度介護報酬改定

２．令和6年度指導方針

３．主な指摘事項

4．集団指導受講報告書の作成



＜定期巡回・随時対応型訪問介護看護＞

①総合マネジメント体制強化加算の見直し

②訪問看護等におけるターミナルケア加算の見直し

③訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算の見直し

④訪問系サービス及び短期入所系サービスにおける口腔管理に係

る連携の強化

⑤訪問看護における24時間対応体制の充実

⑥退院時共同指導の指導内容の提供方法の柔軟化

⑦随時対応サービスの集約化できる範囲の見直し

⑧定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本報酬の見直し

※共通編と重複しているものは省略しています。

令和６年度介護報酬改定



＜認知症対応型通所介護＞

①リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に

係る一体的計画書の見直し

②通所介護等における入浴介助加算の見直し

③アウトカム評価の充実のためのADL維持等加算の見直し

④通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化

※共通編と重複しているものは省略しています。
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＜認知症対応型共同生活介護＞

①認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算の見直し

②協力医療機関との連携体制の構築

③協力医療機関との定期的な会議の実施

④入院時等の医療機関への情報提供

⑤高齢者施設等における感染症対応力の向上

⑥施設内療養を行う高齢者施設等への対応

⑦新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携

⑧認知症対応型共同生活介護、介護保険施設における平時からの認知症の行

動・心理症状の予防、早期対応の推進

⑨認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算の見直し

※共通編と重複しているものは省略しています。
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＜小規模多機能型居宅介護＞

①総合マネジメント体制強化加算の見直し

②小規模多機能型居宅介護における認知症対応力の

強化

③小規模多機能型居宅介護における管理者の配置基

準の見直し

※共通編と重複しているものは省略しています。
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＜看護小規模多機能型居宅介護＞

①総合マネジメント体制強化加算の見

直し

②専門性の高い看護師による訪問看護

の評価

③看護小規模多機能型居宅介護におけ

る柔軟なサービス利用の促進

④訪問看護等におけるターミナルケア

加算の見直し

⑤情報通信機器を用いた死亡診断の補

助に関する評価
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⑥看護小規模多機能型居宅介護におけ

る認知症対応力の強化

⑦アウトカム評価の充実のための排せ

つ支援加算の見直し

⑧アウトカム評価の充実のための褥瘡

マネジメント加算等の見直し

⑨看護小規模多機能型居宅介護におけ

る管理者の配置基準の見直し

⑩看護小規模多機能型居宅介護におけ

るサービス内容の明確化

※共通編と重複しているものは省略しています。











































報酬改定への対応

自己点検の奨励

勤務体制の確保

業務継続計画の策定

感染症及び食中毒の予防と

まん延防止

令和6年度 地域密着型サービス事業者
指 導 方 針

～重点指導項目～
事故の防止及び発生時の対応

高齢者虐待の防止

地域との連携等

各種加算の算定要件

堺市HPに掲載している

自己点検シートで定期
的にセルフチェックを！



主な指摘事項

〇事業所の平面図に変更が見られたため変更届を提出すること。
平面図に変更が生じる場合は変更届の提出が必要です！

〇職員の配置について職員の勤務時間の区分が確認できないた
め、勤務時間を区分した勤務表を提出すること。
勤務予定表での区分ごとの時間の明示、区分ごとの勤務実
績の記録が必要です！

〇運営規程の内容が実際と乖離していたため、必要に応じ変更
届を提出すること。
変更が生じた日から１０日以内に届出が必要です！

ポイント

従業者の員数は「〇人以上」と記載することも可能です！



主な指摘事項

〇サービス提供体制強化加算について、算定要件である職員の
割合が確認できないため、割合を示す資料を提示すること。
職員の割合を基にした算定要件については、前年度（３月
を除く）の平均を用いて割合を算出してください！

〇居宅サービス計画に位置づけた個別サービス計画が確認でき
ない利用者が見受けられたため確認のうえ報告すること。
個別サービス計画は適切に保管してください！

〇ハラスメント防止のために事業主が講ずべき措置が不十分で
あったため、速やかに講じること。
事業所の方針の明確化と相談窓口の職員への周知が必要
です！



ホームページより様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、
期限までに提出してください

堺市トップページ ▶ 健康・福祉 ▶ 福祉・介護 ▶
高齢者福祉 ▶ 事業者向け情報 ▶ 介護事業 ▶ 令和
６年度介護保険施設・事業所等集団指導の実施について

掲載場所 堺市役所 ホームページ 検索


